
１名

３名

（小・中・高）

副会長

研究推進

会長 副会長 委員長

新潟県養護教員研究協議会組織図

指導者として行政関係者を派遣依頼できる

代議員

20支部から支部数＋若干名選出する

救
急
法
講
習
会

会長

各委員会担当地区代議員に
より若干名の委員を選出す
る

役　員　会
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会員一人一人が養護教諭の資質向上をめざし、

教育実践を進めるとともに会の活動に参加する。
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養護教諭が関係する団体（組織）で県養研として参画している機関との関連（含、助成会）
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　新潟県養護教員研究協議
会の会長・副会長の４名は
理事である。
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　養護教諭がここで研究
している内容は新潟県養
護教員研究協議会の推進
委員が進めている研究と
同じである。但し研究誌
は別に収録している。

　各学校では、教員は、
取得免許や経験によって
「校務分掌」が教科･領
域別に決められている。
養護教諭は保健･生徒指
導・教育相談関係部に属
することが多い。

（

特
別
支
援
教
育
部
会
）

（
小
教
研
）

（
中
教
研
）

（

特
別
支
援
教
育
部
会
）

（
高
教
研
）

（一般教諭は校種別に、
個人が研究したい教科・
領域に所属している）
養護教諭は保健部及び学
校保健部単独組織で研究
を分担している。

全国学校保健･
安全研究大会

全国養護教諭研
究大会が統合発
展的に吸収合併
された。

全国養護教諭
連絡協議会
ブロック会

　全国を、①北海
道、東北②関東③
中部④近畿⑤中国
四国･九州の５ブ
ロックに分け、各
ブロックより理事
を選出し、全養連
の運営に参画す
る。

　新潟県はH12年度
より③中部ブロッ
クへ参加。10年に
一回ブロック会の
担当県になる。

会費負担あり 会費負担あり

全国養護教諭

連絡協議会

（全養連）

会　長　1名

副会長　3名

　＜構成員＞
　各都道府県・政
令指定都市及び国
立大学附属学校の
各養護教員研究会
の代表（「会員」
という）で構成す
る。

　この会は、S59
年に会長交流会と
して発足、H３年よ
り上記名称に変更
された。


